
修正案

①誘導検討区域の標記の修正について

・「居住誘導検討区域」、「都市機能誘導検討区域」の表記を「新市街地区域」に修正（国指摘対応）

都市マスとの整合を図り、都市マスにおいて新しい市街地の創出を検討していく区域として定めている区域について、立地適正化計画では「居住誘導検討区域」及び「都市機能誘導検討区域」と

して位置付けることとしていた。

しかし、国からは、「立地適正化計画はそもそもコンパクトシティを推進するための計画であり、市街地を拡大する内容を盛り込むのはおかしい。市街地の拡大について触れるのであれば、都市マ

スの範疇の話である」との指摘を受けた。市としては、新市街地の検討区域についても、既に都市機能の集積があり、または立地状況から将来的な誘導区域への編入を検討することが妥当で、現

状の誘導区域と一体的に今後のまちづくりを進めていくべきものであり、立地適正化計画に位置付ける必要があると考えている。

そこで、「居住誘導検討区域」「都市機能誘導検討区域」という表現を、「新市街地区域」という表現に変更し、誘導区域とは別にページを作成する。
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なし



②防災に関する記載について

・洪水浸水から命を守るための取り組みの記載を追加（国指摘対応）

本市では、市街地を那珂川が縦断する都市構造上、浸水想定区域を居住誘導区域から除

外すると、市街地の中心部を誘導区域から除外することとなり、現実的ではない。

しかし、国は近年の豪雨災害の多発を受けて、浸水想定区域を居住誘導区域に含めるこ

とに対して、慎重な姿勢をとっており、浸水想定区域を居住誘導区域に含めるのであれば、

災害時に命を守るためにどのような行動をとるべきか立地適正化計画中に記載すべきとの

指摘があった。

したがって、災害時にとるべき行動についての記載を追加する。

追加案
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なし



③誘導施設について

・商業施設の定義から「日用品・買い回り品」を削除（検討部会意見より）

複合的な商業施設も想定し、定義から「（日用品・買い回り品）」を削除

・医療施設、文化施設を誘導施設として追加（国指摘対応）

医療施設や文化施設について、「中心拠点に建設中であるため」「当面計画がないため」

は不適切であり、今後のまちづくりに必要な機能であるならば、誘導施設として位置付ける

べきとの指摘があった。

したがって、医療施設として病院、文化施設として図書館・文化ホールを位置付ける。

修正案
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修正案

④目標値について

・誘導施設の追加設定等による目標値の追加

病院及び図書館・文化ホールを誘導施設に追加設定したため、目標値にも追加した。目標

値は、それぞれの現況値から１件増とした。

前回検討部会時案
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修正案

④目標値について

・公共交通に関する目標値を追加（検討部会意見より）
・かわせみバスの利用者数の目標を増加から維持へ変更

公共交通の利用者数の増加という目標は、人口減少や運転手不足等の状況から、現実的

ではないため、維持に変更とした。また、「住民意識アンケートによる公共交通網の整備の

満足度」を指標に追加し、公共交通体系の持続的な運営・充実について評価していくことと

する。

前回検討部会時案

8


